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　１月19日の教育委員会定例会で「小中一貫教

育の実施決定」がおこなわれました。

　市役所４階の会議室に駆けつけた約２０人の市

民が傍聴する中、５人の教育委員が全会一致で「小

中一貫教育基本計画」を採択したもの。

　日本共産党羽村市議団は「拙速な実施決定をお

こなわないことを求める要請書」を教育長に提出

（裏面）。市民からは疑問・不安を残したままの実

施決定をしないことを求める「陳情書」が提出さ

れていました。そうした声を無視しての暴挙です。

　傍聴した市民からは「一貫教育について理解が

広がっていない中で、議論が不十分なまま強行し

たことは許せない」との声が多くあげられました。

日本共産党羽村市委員会は、以下の報道をおこないました。

★無料法律相談のお知らせ
２月９日(火)午前10時からです。

事前に予約が必要です。お気軽にご連絡ください。

・中原まさゆき　５５４－１１６３

・市川英子　　　５５４－１１４０

・鈴木たくや　　０８０－１０５８－９４５０

小中一貫教育の実施を
　　　教育委員会が決定

市民、教員の疑問・不安にどう
答えるかまったく議論なし

　小中一貫教育については、「なぜ一貫教育が必要か」「教

員の多忙化が進むのでは」「学力が下がるのでは」など

様々な疑問や不安がだされていました。

　昨年１１月末に３つの中学校でおこなわれた「説明会」

には合計約１９０名が参加し、熱心な質疑がおこなわれ

ました。参加者からだされた意見のほとんどは、疑問・

不安の声であり、市の計画の見直しを具体的に求める意

見も多数だされました。

　11月８日から一ヶ月間公募されたパブリック・コメ

ントには４３名から１２４件という多くの意見が寄せら

れました。その具体的内容は明らかにされていませんが、

「はむらの教育」の記事を読むと、多岐にわたる問題点

が指摘されていることがうかがわれます。

　異様なことは、今回の教育委員会では、そうした市民・

教員の意見についてどう考え、どう対応をとるのかの議

論がまったくなかったことです。

　「３年間議論がつづけられてきた」「正当なステップを

踏んできた」「理解が十分にえられると確信している」

などの発言が教育委員からは続き、「結局、市民や教員

からどんな意見が出されようが耳をかさず、『実施は最

初から決まっている』といわんばかりの議論にあぜんと

した」との感想が傍聴者からは聞かれました。

教員アンケートで９５％が「反
対」「さらに検討を」の声が示さ
れた直後に

　教員からは、以前にも増して小中一貫教育への疑問の

声が大きくあげられています。一貫校対策委員会（都教

組・アイム・東京教組）が昨年１２月におこなった「一

貫校緊急アンケート」には、市内全教員（管理職、時間

講師を除く）２５２名のうち、２０２名（回答率８０％）

が回答をよせ、５０％（１０１人）が「実施すべきでな

い」、４５％（９１人）が「もっとじっくり検討すべき」

と答えていました。「実施すべき」はわずか２％（４人）

でした。

　アンケートの自由意見では「教育効果も疑わしい」「学

力低下がさらに加速する」「学校が荒れることになる」

などの指摘もなされていました。

　この調査結果が新聞でも報道（16日付け朝日新聞）

された直後になされた「実施決定」は、子どもの成長の

ために力を合わせて頑張るべき教育委員会と教員との信

頼関係を傷つけ、教育現場に混乱を持ち込むものになる

ことは明白です。

「相互乗入れ授業」は学校の裁量
を広げる修正

　同時に、決定された「基本計画」には、若干の改善点

があります。

　意見の多くが集中していた「相互乗り入れ授業」につ

いては、これまで、中学校の英語教師が月１回、数学教

師が週１回、小学校へ行って乗り入れ授業をすることが

示されていましたが、「基本計画」では、「中学校区ごと

の実施計画で示す」と、それぞれの学校の実態に応じて

おこなう方向に修正されました。

　このことは、多くの市民からあげられた声が一定反映

されたものであり、運動の成果です。

学校ごとの「実施計画」づくり
に市民と教員の声を生かそう

　教育委員会は、２０１１年度に三中学区、１２年度に

一中、二中学区での実施にむけて、中学校区ごとに「実

施計画」の策定をすすめるとしています。

　小中一貫教育が、学力低下や、いじめ・不登校など様々

な困難を抱える教育現場に、さらに新たな問題点をもち

こむことにならないよう、ひきつづき市民や教員が声を

あげることが大事です。

　教育現場の実態をふまえた、子どもや教員に無理を強

いることのない「実施計画」になるよう、積極的に意見

をあげていきましょう。

　少人数学級の実施や、２学期制をどうするかなど、羽

村の教育には課題が山積しています。子ども達が持てる

力を最大限伸ばせる羽村の教育をつくっていくため、私

たち日本共産党もさらに力をつくしていきます。

羽村市教育長　角野征大様

小中一貫教育計画の拙速な実施決定をおこなわないこと

を求める要請書

平成２２年１月１８日

日本共産党羽村市議団

　日頃からの教育行政にたいするご尽力に敬意を表しま

す。

　さて、明日、１月１９日に開催される教育委員会定例

会に、「小中一貫教育基本計画（案）」が議題として提出

され、審議の推移いかんでは、小中一貫教育の「実施決

定」（「基本計画」の決定）がおこなわれる可能性がある

ことをお聞きしました。

　小中一貫教育については、一昨年３月に検討委員会が

「中間報告」を公表して以来、市民的な議論と運動が続

けられてきました。それは、「小中一貫教育が、学力低

下・いじめ・不登校など、教育におけるさまざまな課題

を解決するために、本当に役立つものであるかどうか確

信が得られない」という多くの市民や教員の声を背景と

したものでした。

　私たち日本共産党羽村市議団は、小中一貫教育の実施

は、何よりも保護者・市民・教員に計画の内容をきちん

と説明し、合意と協力を得ることが大前提であるとの立

場で、繰り返し議会質問などをおこなってきました。

　昨年１０月には、教育委員会が「小中一貫教育基本計

画（素案）」を正式に発表するに至り、１１月末に３つ

の中学校での説明会が開催されました。参加した約１９

０名から出された意見のほとんどは、計画にたいする疑

問や不安の声でした。

　また、１１月９日から１２月８日まで公募されたパブ

リック・コメントには４３名から１２４件の意見が寄せ

られ、その意見の具体的な内容は公表されておりません

が、多岐にわたる問題点が指摘されていることが伺われ

ます。

　さらに、１２月末に一貫校対策会がおこなった教員ア

ンケートでは、回答した教員の５０％（１０１名）が「実

施すべきでない」、４５％（９１名）が「もっとじっく

り検討すべき」と回答しています。

　「基本計画（素案）」の内容が保護者・市民・教員から

理解が得られた、という状況にはほど遠いことは明らか

です。

　教育委員会は、「関係者から『基本計画（素案）』にた

いする意見を聞き、とりいれるべき意見を反映させた上

で「基本計画」を示していく」としていましたが、市民

や教員からの意見がどのように反映されているのかにつ

いても、全く明らかにされていません。

　こうしたもとで、明日の教育委員会定例会で、小中一

貫教育の「実施を決定」することになれば、多くの関係

者の疑問・不安にこたえないまま強引に計画がすすめら

れることになり、子どもを中心として保護者や教員をは

じめとした関係者が力を合わせてこそより良いものとな

る羽村の教育に、重大な障害をもちこむ結果となること

が危惧されます。よって、以下の点について強く要請い

たします。

１、１月１９日の教育委員会定例会では、小中一貫教育

の「実施決定」（「基本計画」の決定）はおこなわないこ

と。

２、「基本計画（素案）」が、市民や教員からの意見をふ

まえて、どのように修正されたかを、保護者・市民・教

員へ改めて説明し、意見を求めること。特に、教員にた

いしては、教育委員会が直接説明をおこない、意見を聴

くこと。

３、出された意見はきちんと計画に反映し、保護者・市

民・教員の理解が得られないまま、実施決定をおこなわ

ないこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　以上

１月１８日に角野教育長あてに提出した

日本共産党羽村市議団の要請書（一部）

１、１月１９日の教育委員会定例会では、小中一貫教育

の「実施決定」（「基本計画」の決定）はおこなわないこ

と。

２、「基本計画（素案）」が、市民や教員からの意見をふ

まえて、どのように修正されたかを、保護者・市民・教

員へ改めて説明し、意見を求めること。特に、教員にた

いしては、教育委員会が直接説明をおこない、意見を聴

くこと。

３、出された意見はきちんと計画に反映し、保護者・市

民・教員の理解が得られないまま、実施決定をおこなわ

ないこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２、「基本計画（素案）」が、市民や教員からの意見をふ

まえて、どのように修正されたかを、保護者・市民・教

員へ改めて説明し、意見を求めること。特に、教員にた

いしては、教育委員会が直接説明をおこない、意見を聴

くこと。

３、出された意見はきちんと計画に反映し、保護者・市

民・教員の理解が得られないまま、実施決定をおこなわ

ないこと。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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羽村市内の小中学校教員への一貫校緊急アン

ケート結果（09年12月実施。回答率80%）

実施すべき

でない

１０１人

（５０％）

もっとじっ

くり検討を

９１人

（４５％）

実施すべき

４人（２％）
白紙・わからない

６人（３％）

市議団HP　http://www.jcphamura.org


